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町

南
北
職
争
の
前
夜
、
即
ち
一
八
六
○
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
翌
年
二
月
一
日
迄
の
間
に
▽
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
を
先
頭
と
す
る
南
部
七
州

が
合
衆
國
か
ら
の
脆
退
を
宣
言
し
た
が
、
こ
の
間
連
邦
の
分
裂
淀
防
止
す
べ
く
種
交
の
安
協
工
作
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
の
主
な
る
も
の
に
、
ケ

ン
タ
ッ
キ
ー
州
選
出
上
院
議
員
ジ
ョ
ン
。
Ｊ
・
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
（
］
○
旨
］
・
厚
葺
①
且
ｇ
）
の
提
議
に
な
る
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
（
号
①

○
凰
詳
①
目
①
口
○
○
日
胃
○
目
叩
①
）
や
、
ヴ
ア
ー
ジ
ニ
冗
州
の
提
議
に
な
る
平
和
合
議
（
言
①
や
８
８
○
○
具
閏
２
８
）
等
に
よ
る
方
法
が
あ
っ
た
。

然
し
後
者
の
中
心
議
題
と
な
っ
た
も
の
は
や
は
り
前
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
受
協
工
作
と
し
て
影
響
力
を
持
っ
た
も
の
は
ク
リ
ッ

テ
ン
デ
ン
餐
協
案
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
こ
こ
で
は
、
こ
の
受
協
案
が
南
北
に
與
え
た
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
私
が
特
に

か
か
る
問
題
を
取
上
げ
た
所
以
は
、
南
北
戦
争
の
對
抗
勢
力
に
つ
い
て
は
一
應
一
八
六
○
年
の
選
畢
に
お
い
て
解
答
が
典
え
ら
れ
て
い
る
が
、

、

妥
協
案
の
焚
否
は
そ
れ
以
上
に
岐
後
的
判
断
、
特
に
奴
隷
Ⅲ
題
に
對
す
る
認
識
を
凝
集
的
に
表
わ
し
た
分
布
岡
を
拙
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。

然
ら
ば
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
そ
れ
は
一
八
六
○
年
十
二
月
十
八
日
合
衆
國
上
院
に
提
識
さ
虹
た
も

の
で
、
合
衆
國
恋
法
に
對
す
る
修
正
を
提
議
し
た
六
ケ
條
と
四
項
目
の
決
議
班
項
か
ら
成
り
、
そ
の
内
容
は
大
概
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

修
正
簡
條
准
州
に
於
い
て
奴
隷
制
は
禁
止
さ
れ
る
が
も
以
南
で
は
そ
の
存
在
を
認

一
、
北
緯
三
十
六
度
三
○
分
以
北
に
在
る
、
又
は
粥
來
得
ら
る
べ
き
全
て
の
め
ら
九
．
准
州
政
府
に
よ
り
財
産
と
し
て
保
誰
さ
る
ぺ
き
こ
と
。

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
導
と
奴
隷
制
産
七
三
一

ケ
／
リ
ジ
ッ
テ
ン

、
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反
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１
１

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
響
と
奴
隷
制
度
七
Ｗ

二
、
奴
隷
州
の
猫
閣
内
に
お
っ
て
そ
の
管
輔
樅
の
下
に
あ
る
所
で
は
連
邦
熊
を
で
な
い
こ
と
。

．
含
は
奴
隷
制
を
腹
止
す
る
力
を
持
た
な
い
こ
と
。
決
議
事
頂

三
、
連
邦
読
合
は
、
奴
隷
制
が
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
又
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
存
在
１
奴
隷
州
は
有
効
な
る
逃
亡
奴
隷
法
の
忠
焚
た
る
服
從
及
び
執
行
を
爲
す

す
る
限
り
．
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
睡
に
於
け
る
奴
隷
制
遊
腹
上
す
る
力
を
持
擢
利
を
持
つ
こ
と
。

た
ず
諺
又
住
民
の
同
意
な
く
或
は
同
意
し
な
い
人
々
へ
の
迩
憐
な
補
侭
２
辿
邦
議
含
は
逃
亡
奴
隷
法
に
對
立
す
る
法
の
磁
止
を
關
係
州
に
勧
告
す

な
く
賎
止
す
る
力
を
持
た
な
い
こ
と
。
る
こ
と
。

四
、
園
内
奴
隷
取
引
は
干
渉
さ
れ
ざ
る
こ
と
。
３
決
定
が
諮
求
者
に
有
利
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
逃
亡
奴
隷
法
の
中

五
、
逮
捕
が
力
又
は
乖
回
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
時
は
、
合
衆
國
は
逃
亡
奴
に
述
べ
ら
れ
る
事
務
官
の
謝
概
は
同
一
で
あ
る
こ
と
、
又
逮
捕
拘
留
の

咽

隷
の
十
分
な
る
個
格
を
所
有
者
に
支
抑
う
こ
と
。
權
能
を
も
つ
人
に
よ
り
ｇ
の
、
①
８
日
笄
画
目
的
を
召
喚
す
る
拙
威
は
制

六
、
本
案
の
他
の
五
條
又
は
憲
法
の
奴
隷
制
に
閥
す
る
現
在
の
文
節
を
愛
更
・
限
さ
れ
る
こ
と
・

肱
１

す
ぺ
き
憲
法
修
正
は
爲
さ
る
べ
き
で
な
く
、
又
い
か
な
る
修
正
も
連
邦
坐
ア
フ
リ
カ
奴
隷
賀
易
の
抑
止
の
た
め
の
法
律
は
有
効
た
る
ぺ
な
こ
と
ｃ

議
會
に
對
し
て
い
か
な
る
州
の
奴
隷
制
に
も
干
渉
す
る
力
を
與
え
る
ぺ

こ
の
提
議
に
對
し
、
上
院
は
十
二
月
二
十
日
、
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
、
萱
Ｉ
ア
ー
ド
（
雲
晨
ｍ
昌
困
．
際
ご
胃
ｅ
、
ト
ゥ
ー
ム
ズ
角
呂
①
鼻

目
。
。
９
房
）
、
ダ
グ
ラ
ス
ー
（
津
①
ｇ
の
屋
少
・
己
。
眉
冨
）
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
Ｑ
の
罵
壗
の
。
ご
ロ
§
の
）
、
ウ
ェ
ィ
ド
ａ
の
号
目
邑
嗣
雪
農
①
）
等
よ

り
成
る
十
三
人
委
員
會
を
任
命
し
、
翌
日
同
委
員
會
は
開
會
し
た
が
、
共
和
薫
の
五
委
員
は
こ
の
案
の
憲
法
修
正
簡
條
の
全
て
に
反
對
投
票
し
、

決
議
案
の
第
一
と
第
二
の
項
目
に
も
反
對
し
た
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
と
ト
ゥ
ー
ム
ズ
は
南
部
の
立
場
か
ら
第
一
條
に
反
對
し
、
他
の
全
て
の
條
項
に

姓
２
肱
３

は
賛
成
し
た
。
そ
し
て
三
十
一
日
に
は
同
委
員
會
は
調
整
の
不
可
能
な
る
旨
を
報
告
し
た
し
下
院
に
於
い
て
も
同
様
に
三
十
三
人
の
委
員
會
が

討
議
し
た
が
こ
れ
も
柊
に
失
敗
に
紗
つ
た
の
で
あ
る
。

、

こ
の
結
果
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
南
北
雨
側
の
意
見
は
策
一
條
に
於
い
て
根
本
的
對
立
を
示
し
た
。
即
ち
北
緯
三
十
六
度
三
○
分
に
よ

っ
て
自
由
・
奴
隷
の
境
界
線
を
引
く
こ
と
は
、
双
方
い
づ
れ
も
瀧
足
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
北
部
側
は
こ
の
線
以
南
の
現
行

奴
隷
州
の
み
に
奴
隷
制
を
限
ろ
う
と
し
た
の
に
對
し
、
南
部
側
は
こ
の
線
以
北
に
も
奴
隷
制
を
鑛
張
せ
ん
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
一
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ロ

ロ

・

Ｊ

．

I

／

般
的
反
響
に
つ
い
て
眺
め
て
見
た
い
と
蝋
う
。

註
１
吋
．
国
．
○
壷
昌
昌
ｏ
一
応
“
○
圏
防
の
、
。
【
言
の
○
貴
一
重
●
胃
訪
圏
ｌ
誘
曾
ゞ

ロ
ロ
．
弓
つ
ｌ
〕
苗
．
○
ｍ
・
己
ｏ
ｏ
ｐ
日
の
具
の
○
ｍ
シ
目
①
ロ
Ｏ
脚
同
国
厨
ｓ
ｑ
つ
ゅ
ロ
ゴ
行
①
回

ず
昌
函
①
口
昌
の
．
。
Ｃ
日
日
畠
の
Ｈ
、
ｚ
曙
．
石
蕗
》
ｐ
苫
”
、

２
号
己
〉
ｐ
蜀
画
。
○
門
．
Ｐ
ｐ
昌
昌
向
ロ
”
ご
言
・
Ｐ
Ｏ
Ｃ
ロ
の
画
庁
巨
重
○
国
里

国
爾
ｇ
Ｈ
罠
禺
忌
の
ご
昌
厨
Ｑ
聾
嶌
の
の
》
も
＆
ｓ
●
Ｎ
ｏ
ｗ
・
ス
テ
ー
ヴ
ン

一
一

先
づ
安
協
案
の
北
部
に
お
け
る
反
裡
に
つ
い
て
見
る
に
當
っ
て
、
民
主
蕊
及
び
立
悲
統
一
難
（
ｎ
ｏ
ロ
ゅ
胃
昌
目
昌
ご
風
○
口
弔
肖
ご
）
に
鴎

す
る
勢
力
が
、
そ
の
奴
隷
制
に
對
す
る
主
義
よ
り
し
て
安
協
案
に
養
同
し
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
本
來
奴
隷
制
に
反
對
す
る

共
和
蕪
勢
力
の
陣
螢
内
に
於
け
る
反
響
を
主
と
し
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
一
鰐
、
一
八
六
○
年
の
選
畢
に
於
い
て
は
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
テ

ネ
シ
ー
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
は
立
憲
統
一
蕪
、
ミ
ズ
ー
リ
と
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
南
半
は
北
部
民
主
蕊
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
及

び
南
部
諸
州
は
南
部
民
主
蝋
に
投
票
し
た
の
で
あ
る
か
ら
や
こ
れ
ら
を
除
く
州
、
即
ち
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
北
牛
と
北
部
西
部
の
全
て
の

州
及
び
オ
レ
ゴ
ン
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
は
共
和
無
に
投
票
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
然
し
果
し
て
こ
れ
ら
の
州
及
び
北
〈
和
蕪
政
治
家
の
全
て
が
安

協
案
に
反
封
し
た
か
ど
う
か
・
事
髄
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
カ
ー
ル
・
サ
ン
ド
バ
ー
グ
（
○
閏
』
普
国
号
日
ぬ
）
は
毛
の
動
揺
の
模

様
を
次
の
如
く
語
っ
て
い
る
。
「
彼
の
髪
協
案
の
背
後
に
は
、
ダ
グ
・
ラ
ス
、
エ
ド
ワ
ー
ド
。
Ｄ
・
ベ
ィ
カ
ー
、
エ
ド
ワ
ー
臆
・
エ
ヴ
ェ
レ
ッ
ト
、

サ
ー
ロ
ー
。
ウ
イ
ー
ド
、
オ
ー
ガ
ス
ト
・
ベ
ル
モ
ン
ト
、
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ッ
コ
ー
ミ
ッ
ク
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
ヘ
ラ
ル
ド
を
含
む
多
く
の
有

力
新
聞
、
及
び
ト
ム
・
コ
ー
ウ
ィ
ン
の
如
き
信
ず
べ
く
愛
す
ぺ
き
平
和
の
辮
謹
者
が
参
集
し
た
。
請
願
聿
旦
が
上
院
に
山
積
さ
れ
た
。
リ
ン
ヵ
ン

の
爲
に
投
票
し
た
二
、
○
○
○
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
市
民
が
自
ら
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
餐
協
案
に
将
名
し
た
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
一
八

ク
リ
ツ
テ
ン
ー
プ
ン
妥
協
案
の
反
響
と
奴
隷
制
度
七
玉
．

口
ノ

ス
ン
は
「
ト
ウ
ー
ム
ズ
と
一
プ
イ
ヴ
ィ
ス
は
共
に
、
も
し
共
和
無
の
大
部
ｐ

分
が
養
成
な
ら
ば
こ
の
妥
協
案
に
喜
ん
で
同
意
す
る
と
述
べ
た
」
と
言

っ
て
い
る
が
、
第
一
條
の
拒
否
毬
見
逃
し
た
誤
で
あ
ろ
う
。

３
ゴ
ワ
》
ロ
ゞ
己
。
｛
司
融
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リ

、

ク
リ
ヅ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
靭
と
奴
隷
制
度
七
六

二
の
市
及
び
町
か
ら
二
三
、
三
一
五
の
市
民
の
署
名
が
届
い
た
。
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
か
ら
一
四
、
○
○
○
の
婦
人
が
署
名
し
た
。
シ
ュ
ー
ア
ー
ド

舵
１

は
、
調
停
案
を
望
む
六
三
、
○
○
○
の
一
三
－
・
ヨ
ー
ク
の
男
女
の
二
つ
の
請
願
を
提
出
し
た
」
と
。
こ
れ
を
以
て
見
て
も
、
い
か
に
北
部
の

人
々
が
こ
の
案
の
爲
に
動
か
さ
れ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
來
る
。

更
に
こ
れ
を
各
州
に
つ
い
て
見
る
た
め
に
、
先
づ
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
に
接
す
る
オ
ハ
イ
オ
州
、
一
三
－
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ご
一
ユ
フ
ァ
ク

チ
ュ
ア
中
心
地
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
商
業
及
び
金
融
の
中
心
一
三
－
．
ヨ
ー
ク
州
の
三
州
に
つ
い
て
、
夫
觜
コ
ロ
ン
ビ
ア
犬
學
雁
史
經
濟

法
律
叢
書
鋪
四
○
巻
「
南
北
鞍
手
時
代
の
オ
ハ
イ
オ
政
治
」
、
同
鋪
七
四
巻
「
南
北
戦
争
及
び
再
建
時
代
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
於
け
る

政
治
的
意
見
」
、
同
三
九
巻
「
南
北
戦
争
時
代
の
一
三
１
．
ヨ
ー
ク
州
政
治
史
」
を
参
照
し
て
見
よ
う
。
他
の
州
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
詳
し

い
文
献
を
得
ず
参
照
出
来
な
か
っ
た
が
、
こ
の
三
州
の
そ
れ
は
夫
盈
異
っ
た
態
度
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
甚
だ
有
益
で
あ
る
。

先
づ
オ
ハ
イ
オ
州
に
於
い
て
は
、
「
識
會
が
冬
と
存
に
こ
の
問
題
を
討
議
し
つ
ｋ
あ
っ
た
問
、
オ
ハ
イ
オ
の
共
和
鍵
は
難
の
厩
く
分
裂
し
た

要
素
を
統
一
す
べ
き
共
通
の
基
盤
を
見
出
す
の
に
非
附
に
努
力
し
た
。
初
め
の
主
な
る
意
見
は
平
和
的
分
離
（
月
月
８
宮
①
の
①
８
ｍ
凰
目
）
に
同

意
す
る
様
に
兇
え
た
。
こ
の
意
見
は
、
い
か
な
る
弧
制
的
な
計
飛
も
南
部
と
の
通
商
關
係
を
妨
害
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
で
、
州
の
南
部

地
方
に
於
い
て
弧
力
に
支
持
さ
れ
た
。
そ
れ
は
亦
、
ア
ポ
リ
シ
ョ
ニ
ス
ト
（
奴
隷
制
即
時
應
止
論
者
）
に
よ
っ
て
賛
同
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
ば

、

註
２

彼
等
の
指
導
者
達
が
長
く
反
抗
し
て
来
た
奴
隷
制
と
の
不
自
然
な
同
盟
が
瓦
解
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」
然
し
一
方
、
南
部
と
の
髪
協
に
よ
っ
て

連
邦
の
統
一
を
保
つ
方
法
も
力
を
得
て
來
た
。
「
論
争
が
進
む
に
つ
れ
、
逃
亡
奴
隷
法
へ
の
反
對
と
い
う
急
進
的
綱
伽
は
そ
の
支
持
者
を
失

姓
３

い
、
協
訓
的
政
策
は
益
交
賛
同
者
を
増
し
、
オ
ハ
イ
オ
州
に
於
け
る
仙
論
は
安
協
に
傾
い
た
」
「
オ
ハ
イ
オ
州
共
和
薫
の
コ
ー
ウ
ィ
ン
修
正
案

Ｂ

（
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
の
第
六
條
に
一
致
す
る
一
を
喜
ん
で
承
認
せ
ん
と
す
る
態
度
は
、
南
部
と
の
障
碍
を
調
停
せ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
一

陸
生

暗
示
に
も
熱
心
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
」
そ
し
て
「
恐
ら
く
オ
ハ
イ
オ
州
は
、
保
守
派
或
い
は
選
畢
に
敗
北
し
た
民
主
難
と
さ
え
行
動
を
共
に
．

注
５

し
た
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

０
ｌ
ｐ
，
‐
‐
０
１
１
‐
ｌ
‐
‐
●
１
‐
‐
１
１
ｌ
ｑ
、
八
１
，
‐
Ｏ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｒ
ｌ
ｒ
ｌ
町
Ｌ
Ｉ
ｉ
ト
ー
’
’
１
１
１
１
，
‐
１
１
１
マ
ニ
ー
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■

‐
ｈ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｐ
ｌ
ｂ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｂ
Ｒ
ｌ
Ｉ
民
１
－
■
■
ｌ
、
ｌ
け
１
，
１
、
Ｉ

Ｉ
１
１
ｌ
Ｌ
、
．
１
匹
！
●
ｂ
ｒ
ｌ
Ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｌ

塾
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マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
も
南
部
と
の
通
商
杜
絶
に
よ
る
打
撃
を
恐
れ
る
餐
同
者
が
あ
っ
た
。
サ
ン
下
今
〈
－
グ
の
示
し
た
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
の
請
願
は
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
同
州
に
於
い
て
は
、
安
協
の
必
要
を
感
じ
な
い
程
、
南
部
脱
退
州
の
復
蹄
に
つ
い
て
楽
観

的
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
ワ
シ
ン
ト
ン
へ
の
脅
威
が
印
刷
物
で
示
さ
れ
て
も
、
平
和
會
議
が
失
敗
し
て
も
、
ス
。
フ
リ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
・
リ
パ

朧
６

ブ
リ
カ
ン
紙
は
四
月
六
日
に
も
な
っ
て
、
『
新
し
い
分
離
騒
ぎ
』
が
あ
る
だ
ろ
う
が
平
和
の
可
能
性
は
ま
だ
あ
る
と
信
ず
る
と
述
べ
た
」
の
で

あ
り
、
脚
註
に
よ
虹
ぱ
、
か
か
る
意
見
を
も
つ
人
々
は
十
分
の
九
を
占
め
た
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
サ
ゥ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
側
に

姓
７

於
け
る
猪
突
的
行
動
は
、
そ
れ
自
身
を
悪
い
事
態
に
陥
れ
る
だ
ろ
う
と
論
じ
ら
れ
た
」
し
、
叉
「
リ
ン
ヵ
ン
の
就
任
後
、
新
政
府
の
平
和
政
策

姓
８

を
な
お
信
じ
た
爲
に
安
全
感
が
存
在
し
た
」
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
於
い
て
は
、
「
選
畢
が
経
っ
て
も
大
部
分
は
分

離
の
不
可
能
を
信
じ
た
。
分
離
が
事
従
と
な
っ
て
も
彼
等
は
そ
れ
が
一
時
的
な
る
こ
と
を
信
じ
た
。
彼
等
は
當
然
多
か
れ
少
か
れ
協
調
を
欲
し

た
が
、
然
し
他
事
は
さ
て
お
き
連
邦
と
政
府
の
椛
威
は
狸
固
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
、
時
が
平
和
的
な
瀧
足
な
解
決
を
も
た
ら
す
こ
と
を
希

望
し
た
」
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
同
州
は
安
協
柔
に
對
し
断
乎
拒
絶
す
る
程
度
の
弧
硬
さ
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
リ
ン
ヵ
ン
政
府
に
對
し
信

姓
９

頓
を
持
ち
之
と
同
調
す
る
限
り
に
お
い
て
、
北
部
の
勢
力
た
り
得
た
の
で
あ
る
。

更
に
ニ
ュ
ー
ｏ
ヨ
ー
ク
州
に
於
い
て
は
多
様
で
あ
っ
た
。
先
づ
「
脆
退
す
る
椛
利
を
革
命
椎
と
し
て
認
め
、
も
し
南
部
舗
州
が
恨
重
に
連
邦
をｆ０
Ｒ
１

離
れ
る
べ
く
決
心
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
平
和
裡
に
離
れ
し
め
よ
と
論
じ
た
有
名
な
ホ
レ
ス
・
グ
リ
ー
リ
ー
（
国
○
国
。
①
⑦
Ｈ
①
①
】
里
）
の
耐
説
」

が
あ
っ
た
。
次
に
共
和
難
の
リ
ー
ダ
ー
た
る
サ
ー
ロ
ー
・
ウ
ィ
ー
ド
の
安
協
説
が
あ
り
、
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
へ
の
同
調
を
示
し
た
。
然
し
な
が

ら
ニ
ュ
ー
。
ヨ
ー
ク
州
共
和
蕪
に
於
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
案
に
對
す
る
反
對
者
も
多
か
っ
た
。
即
ち
、
「
ウ
ィ
ー
ド
の
プ
ラ
ン
は
彼
の
難
に
於

い
て
殆
ん
ど
従
成
者
を
持
た
な
か
っ
た
。
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
。
キ
ュ
ー
リ
ア
及
び
ヱ
ン
ク
ワ
ィ
ァ
等
の
新
聞

佐
皿

は
彼
の
示
し
た
妥
協
案
に
同
意
し
た
が
、
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
の
共
和
難
の
中
に
殆
ん
ど
反
乱
を
惹
き
起
さ
し
め
た
」
程
で
あ
っ
た
。
彼

等
は
亦
グ
リ
ー
リ
ー
の
「
平
和
的
分
離
」
に
も
反
對
し
た
。
そ
し
て
彼
等
は
民
軍
を
組
織
す
る
に
つ
い
て
一
致
し
て
民
主
雄
と
戦
い
、
「
州
の

ク
リ
ッ
テ
ン
一
プ
ン
妥
協
案
の
反
靭
と
奴
隷
制
凌
七
七

｜

’

』

ロ
仏

１

１

『

１
１
■
■
■
■
■
｜
■
■
，
ｈ
‐
，
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た
。
そ
れ
ら
は
正

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
響
と
奴
隷
制
庚
．
七
八

陀
旭

民
軍
を
装
術
す
る
爲
に
五
千
萬
弗
を
充
常
す
る
法
案
」
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
’
三
１
．
ヨ
ー
ク
州
に
於
い
て
は
共
和
熱
は

祇
極
的
に
安
協
案
を
拒
否
す
る
態
度
を
示
し
た
。
勿
論
若
干
の
銀
行
家
・
商
人
は
妥
協
的
で
あ
っ
た
が
。
‐

以
拒
三
州
の
動
向
を
見
て
、
オ
ハ
イ
オ
州
は
そ
の
地
理
的
條
件
の
故
に
安
協
案
に
傾
き
、
ア
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ッ
州
は
消
極
的
に
、
一
三
１
．

ヨ
ー
ク
州
は
穣
械
的
に
安
協
案
に
不
同
意
な
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
他
の
州
に
於
い
て
も
夫
糞
そ
の
地
理
的
經
濟
的
思
想
的

理
由
の
爲
に
、
異
っ
た
態
度
が
取
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
今
こ
上
に
そ
れ
を
審
か
に
す
ろ
を
得
な
い
の
は
遼
感
で
あ
る
が
、
平
和
命
強
（
結
局
は

伊
ゴ
〃

失
敗
し
た
）
に
於
け
る
代
表
に
各
州
が
典
え
た
訓
令
は
進
だ
参
考
に
な
る
。
勿
論
オ
レ
ゴ
ン
、
カ
リ
フ
オ
ル
’
一
ア
は
そ
の
距
離
が
遠
隔
な
る
の

理
由
で
参
加
せ
ず
、
叉
ミ
シ
ガ
ン
、
ミ
ネ
ソ
夕
、
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
西
北
三
州
も
不
参
加
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
三
州
が
、
提
議
さ
れ
た
會

姓
”

談
か
ら
は
無
用
の
話
合
い
と
有
害
な
宣
傳
の
み
が
生
れ
る
と
し
た
こ
と
は
妥
協
案
へ
の
反
對
を
物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
從
っ
て
参
加
州
の

●

ご

う
ち
、
境
界
州
及
び
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
と
一
三
－
．
ヨ
ー
ク
を
除
い
た
州
で
そ
の
態
度
が
比
較
的
判
明
す
る
も
の
を
翠
げ
れ
ぱ
、
ペ
ン
シ
ル

陸
皿

ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
は
、
平
和
回
復
の
努
力
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
同
意
す
る
が
諺
悲
法
の
い
か
な
る
鍾
更
修
正
を
も
望
ま
な
い
と
し
た
の
に
對
し
、
イ

詐
蛎
・
陛
皿
ノ

リ
ノ
ィ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
は
オ
ハ
イ
オ
に
類
似
し
、
’
三
－
．
ジ
ャ
ー
ジ
ー
は
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
の
提
議
を
容
認
す
る
と
宣
言
し
、
ロ
ー
ド
・

姓
灯

ア
イ
ラ
ン
ド
は
懸
法
の
基
礎
と
精
榊
に
お
い
て
、
現
在
の
不
幸
な
國
家
的
困
難
を
調
整
す
る
若
干
の
案
に
同
意
す
ぺ
き
で
あ
る
と
し
、
コ
ネ
チ

肢
順

カ
ッ
ト
の
代
表
は
命
議
中
の
演
説
に
お
い
て
、
奴
隷
制
に
關
し
て
は
全
く
あ
き
あ
き
し
て
い
る
旨
述
べ
・
て
い
る
。
右
に
見
る
如
く
、
リ
ン
カ
ン

に
投
票
し
た
州
に
於
い
て
も
な
お
妥
協
的
筌
氣
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
興
味
あ
る
こ
と
は
、
共
和
黛
リ
ー
ダ
ー
の
中
に
妥
協
案
賛
成
者
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ド
角
毎
日
員
Ｃ
ミ
ヨ
①
①
ｅ
は
勿
論
、

ア
ダ
ム
ズ
（
ｇ
閏
昌
①
叩
即
自
。
］
ぬ
委
烏
昌
印
）
、
コ
ー
ウ
ィ
ン
弓
言
冒
鬮
９
吋
言
冒
）
、
更
に
は
最
も
南
部
を
攻
盤
す
る
に
熱
心
で
あ
っ
た
シ
ュ
ー

ア
ー
ド
さ
え
安
協
案
に
傾
い
た
。
グ
リ
ー
リ
ー
は
亦
、
妥
協
案
で
は
な
か
っ
た
が
、
「
平
和
的
分
離
」
を
認
め
て
連
邦
分
裂
閏
己
む
な
し
と
し
，

Ｉ

Ｉ

Ｌ

卜
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０

ｌ

ｂ

ト
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ｌ

ｌ

ｌ
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■
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Ⅳ
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時
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證
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
た
る
サ
ム
ナ
ー
Ｓ
ｇ
Ｈ
冨
普
日
ロ
①
Ｈ
）
は
頗
る
積
極
的
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼
は
「
戦
争

の
バ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
連
邦
政
府
は
奴
隷
制
を
根
こ
ぎ
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
か
な
る
闘
争
も
奴
隷
制
の
迫
れ
る
運
命
を
促
進
す
る
に

姓
”

違
い
な
い
ｏ
そ
れ
は
流
血
に
よ
っ
て
滅
び
去
る
で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
知
事
ジ
ョ
ン
・
ア
ン
ド
ル
ー
に
宛
て
て
、
「
吾
、

Ｊ

念
は
革
命
の
酷
に
あ
る
、
そ
こ
で
は
礎
は
退
け
ら
れ
、
情
熱
が
そ
れ
に
代
っ
て
支
配
す
齢
と
書
き
言
た
。
そ
し
て
こ
の
様
な
畷
論

者
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
（
弓
冨
目
①
ロ
の
餡
①
ぐ
の
易
）
、
ウ
ェ
イ
ド
の
如
き
人
交
が
あ
っ
た
。
か
く
の
如
き
中
に
あ
っ
て
、
蕊
の
中
心
人
物
た
る
リ

ン
カ
ヌ
凌
耳
四
冨
日
匡
昌
○
百
）
は
ど
の
様
な
態
度
を
取
っ
た
で
あ
ろ
う
か
・
彼
は
友
人
へ
イ
ル
。
、
弓
．
国
巴
①
）
の
質
問
に
應
じ
て
次
の
如
く

書
き
逢
っ
た
。
〃
即
ち
、
「
私
の
判
断
に
於
い
て
は
、
奴
隷
問
題
を
踵
に
解
決
す
べ
き
安
協
案
は
唯
一
つ
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
肌
は
い
か
な
る

畦
虹

准
州
に
於
い
て
も
そ
奴
を
禁
止
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。
叉
シ
ュ
ー
ア
ー
ド
に
對
し
て
は
、
「
私
は
不
動
で
あ
る
。
私
は
國
家
に
よ
っ
て
所
有
さ

賎
罪

れ
る
土
地
の
上
に
、
こ
の
制
度
の
擴
張
を
主
張
し
許
容
す
る
妥
協
案
に
は
賛
成
し
な
い
」
と
答
え
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
ス
ン
（
ｚ
・
雪
．
陣
①
９
９
の
○
口
）
に
よ
恥
ぱ
、
「
リ
ン
カ
ン
は
き
っ
ぱ
り
と
こ
の
安
協
案
の
承
認
を
拒
絶
し
た
。
（
中
略
）
そ
し
て
難
は
彼

と
同
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ｏ
そ
れ
故
ウ
ィ
ー
ド
及
び
シ
ュ
ー
ア
ー
ド
は
速
か
に
協
力
し
、
シ
ュ
ー
ァ
ー
ド
は
國
務
長
官
の
役

を
受
諾
し
、
安
協
案
に
反
對
す
る
に
至
っ
た
。
リ
ン
カ
ン
が
書
簡
を
與
え
た
他
の
難
員
達
も
彼
の
見
解
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
、
グ
リ
ー
リ
ー
は

ト
リ
ビ
ュ
ー
ン
紙
に
於
い
て
そ
れ
を
發
表
し
た
。
こ
の
結
来
は
、
安
協
案
に
反
對
し
て
識
會
に
於
け
る
全
て
の
共
和
鑓
員
の
結
束
を
弧
固
な
ら

陸
封

し
め
る
に
役
立
っ
た
。
か
く
し
て
雨
地
方
を
再
統
一
す
べ
き
こ
の
簸
後
の
計
遜
は
無
に
蹄
し
た
」
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
リ
ン
カ
ン
が
拒
否
の
理
由
と
し
た
「
奴
隷
制
を
い
か
な
る
准
州
に
於
い
て
も
禁
止
」
し
、
「
奴
隷
制
の
推
張
を
許
さ
ず
」
と
す
る
見

解
は
、
如
何
な
る
基
礎
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
。
一
般
、
こ
の
主
張
は
既
に
北
部
人
の
間
に
は
親
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
南
部
の
弧

力
な
武
器
と
な
っ
た
カ
ン
サ
ス
・
ネ
ブ
ラ
ス
カ
法
案
が
一
八
五
四
年
法
律
と
な
る
四
ヶ
月
前
に
、
こ
の
法
案
に
慨
激
し
た
ホ
ィ
ッ
グ
黛
員
、
民

主
職
員
及
び
自
由
土
地
黛
員
が
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
の
リ
ボ
ン
（
国
ロ
○
コ
）
に
於
い
て
會
合
し
、
も
し
こ
の
法
案
が
通
過
し
た
時
に
は
藩
政
蕪
の

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
の
反
靭
と
奴
隷
制
匪
七
九

『

１
１
ｌ
‐
Ｉ
』

ｌ
ｌ
Ｉ
例
Ｉ
ｌ
ｌ
０
Ｉ
Ｔ
Ｊ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
８
１
０
Ⅱ
グ
ロ
、



1
、

’
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
ｉ
‐
１
１
Ⅷ
‐
－
‐
ｌ
‐
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｕ
ｕ
Ｉ
Ｆ
ｌ
ク
リ
ッ
テ
ン
ヂ
ン
妥
協
案
の
反
騨
と
奴
隷
制
匪
八
○

碇
郡

組
織
を
勉
ち
、
奴
隷
制
の
不
撫
大
（
吾
①
ロ
○
口
‐
①
×
計
①
ロ
の
旨
冒
昌
の
胃
画
く
①
ｑ
）
と
い
う
唯
一
の
基
礎
に
韮
い
て
新
政
蕊
を
組
織
せ
ん
と
決
議
し
た
事

武
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
れ
以
來
共
和
難
の
中
心
綱
仙
と
な
っ
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
難
員
や
リ
ー
ダ
ー
達
の
間
に
迄
動
揺
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
鰹
隷
制
に
對
す
る
明
確
な
る
認
識
の
欠
如
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
加
之
、
リ
ン
ヵ
ン
は
こ
の
見
解
が
決
し
て
現
在
の
み
に

受
雷
す
る
も
の
で
な
く
、
そ
れ
は
獄
に
遮
國
の
父
祁
逹
の
精
祁
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
。
即
ち
一
八
六
○
年
二
月
二
十
七
日
の
「
ク
ー

駐
錫
幹
部

パ
ー
協
會
演
説
」
及
び
一
八
五
八
年
七
月
十
七
日
の
ス
プ
リ
ン
グ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
於
け
る
演
説
に
よ
れ
ば
、
合
衆
國
悲
法
に
将
名
し
た
三
十
九

名
の
者
を
懸
法
を
制
定
し
た
一
．
我
等
の
父
秘
」
と
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
連
邦
政
府
は
連
邦
准
州
内
の
奴
隷
制
度
の
取
締
と
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る

か
否
か
の
意
思
表
示
を
行
っ
た
か
に
つ
い
て
調
べ
、
二
十
三
人
が
意
志
表
示
を
な
し
、
そ
の
中
の
二
十
一
人
が
肌
隷
制
の
取
締
を
禁
じ
て
い
な

い
と
し
た
。
そ
の
他
の
十
六
人
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
表
示
は
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
明
白
に
奴
隷
制
反
對
論
者
も
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
更
に
妓
初
の
國
會
に
お
い
て
、
悲
法
制
定
者
中
の
十
六
人
を
含
め
た
七
十
六
人
が
北
西
地
に
お
け
る
奴
隷
制
度
禁
止
を
施
行
す
る
法
案

を
通
過
せ
し
め
た
。
從
っ
て
こ
れ
ら
の
父
祁
達
は
奴
隷
制
を
撚
張
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
我
々
も
亦
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ

る
。
一
方
憲
法
制
定
者
は
、
當
時
の
多
く
の
制
度
と
共
に
奴
隷
制
が
存
在
し
て
い
る
の
を
見
、
こ
れ
を
根
絶
せ
ん
と
す
れ
ば
既
に
漣
得
し
た
も

の
を
も
多
く
失
う
か
も
知
れ
な
い
と
し
、
こ
れ
を
獣
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
從
っ
て
現
在
に
お
い
て
も
、
玉
見
の
中
に
そ
れ
が
存
在
し
て

い
る
と
い
う
事
在
が
、
こ
の
制
度
の
黙
認
と
保
謹
を
必
然
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
又
、
「
奴
隷
」
、
「
奴
隷
制
度
」
．
或
い
は
奴
隷
制

、

に
關
連
し
て
「
財
産
」
と
い
う
言
葉
も
な
く
、
奴
隷
を
暗
示
す
る
に
は
必
ず
手
“
〕
綴
秘
韮
》
二
）
と
稲
せ
ら
れ
、
主
人
の
法
律
上
の
徳
利
は

「
服
役
或
い
は
勢
働
に
服
す
る
義
務
あ
る
者
」
に
對
す
る
權
利
（
癖
秘
華
唖
一
）
と
稲
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
様
な
表
現
方
法
は
、
人
間
に
對
す

／

る
財
産
権
あ
り
と
の
観
念
を
意
識
的
に
憲
法
よ
り
排
除
せ
ん
が
た
め
に
用
い
ら
れ
た
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

●

然
し
、
こ
の
様
な
見
解
も
奴
隷
制
即
時
撤
展
を
唱
え
る
ア
ボ
リ
シ
ョ
ニ
ス
ト
た
ち
に
取
っ
て
は
手
ね
る
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ギ
ァ
リ
ス
ン

（
言
罠
四
目
属
○
目
⑦
胃
爵
○
巳
を
初
め
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
（
言
①
且
農
弔
冨
言
い
）
、
更
に
エ
マ
ス
ン
、
ロ
ン
グ
フ
ェ
画
－
、
ソ
画
ｌ
の
如
き

‐
：
‐
ｂ
■
屍
‐
Ｌ
‐
、
、
，
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
、
ｌ
‐
１
１
１
１
■
■
■
■
■
ｌ
０
Ｐ
Ｉ
ｌ
Ｉ
、
‐
、
■
■
い
‐
１
１
‐
‐
‐
－
‐
１
１
‐
、
‐
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｌ
■
ｒ
ｌ
ｌ
■
卜
Ｏ
Ｉ
Ｉ
■
■
Ｒ
ｌ
Ｉ
ト
ー
！
１
１
ト
ー
‐
甲
．
‐
、
ｈ
ｌ
ｌ
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｌ
且
■
■
、
０
‐
１
，
１
１
１



r

l
二
口
ｒ

，

■

〃

〃

9

分

〃

人
交
も
純
粋
に
人
間
性
の
立
場
か
ら
舷
隷
制
を
烈
し
く
批
難
し
た
。
然
し
こ
れ
ら
の
人
堂
の
意
見
は
北
部
の
主
流
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で

ｊ

あ
る
。
垂
昊
は
次
に
こ
の
政
策
の
現
質
的
理
由
を
考
え
て
見
よ
う
。

註
１
○
四
吋
一
ｍ
ｍ
ご
Ｑ
ご
匡
吋
叩
診
ず
託
建
屋
・
日
間
一
口
Ｃ
Ｏ
言
．
庁
壷
①
皇
昌
四
吋
目
①
画
耐
、
胃
．
恥
●
肛
号
豆
・
己
．
函
己
．

で
．
噌
頭
．
鵡
の
画
ヨ
Ｑ
ご
匡
吋
い
、
Ｃ
ロ
。
、
罵
琶
己
．
霞
．
・

２
の
８
品
の
国
面
○
再
関
》
○
宮
。
勺
○
］
貸
ｏ
ｍ
Ｑ
ｐ
凰
口
阻
昏
①
Ｑ
ぐ
壁
ご
く
胃
、
。
即
号
箆
、
己
．
再
巨
．

副
●
型
号
己
》
ｐ
鵲
．

句
の
吋
旨
巳
ｎ
ｏ
旨
Ｈ
ｐ
寓
仏
口
凰
ぐ
の
３
］
ご
》
の
毎
厘
日
の
印
冒
出
蹴
８
門
零
、

閃
Ｃ
Ｏ
口
○
日
５
ｍ
ｍ
口
旦
吋
巨
ご
】
】
。
Ｆ
“
弓
・
ぐ
巳
．
き
，
己
．
ｇ
，
蝿
ｚ
画
岳
囚
凰
①
』
君
．
聾
①
己
彦
①
口
の
ｏ
Ｐ
冒
口
８
］
ロ
四
画
ロ
岳
①
ご
巳
。
国
画
昏
①

３
１
５
】
ご
犀
。
．
認
．
９
３
口
己
の
具
曾
口
の
回
８
の
目
の
ｍ
ｚ
Ｃ
・
腸
．
９
．
忠
ｌ
②
器

６
１
９
両
巳
呂
国
】
ｇ
君
胃
①
、
甸
○
言
８
］
ｇ
目
目
．
冒
冨
ｍ
ｍ
３
ｏ
言
‐
遜
弓
罠
吋
＆
国
冒
一
肉
一
の
］
．
シ
日
①
目
８
月
面
Ｃ
］
旨
８
】
甸
胃
胃
叩
》
号
⑦
胃

、
の
５
号
別
言
、
Ｑ
昌
君
自
画
昌
両
の
８
口
黒
目
＆
目
ゞ
９
．
雷
１
９
．
ｚ
胃
ご
口
堅
田
の
ｓ
ご
》
詞
９
．

６

ｍ
Ｉ
魑
盟
目
亀
己
い
く
己
胃
日
日
戸
曾
『
国
］
三
β
］
国
ｍ
ｇ
ｑ
具
ｚ
①
弓

錨
シ
胃
國
富
日
冒
邑
８
冒
叩
閏
芦
の
の
己
①
①
呂
⑦
⑳
画
画
口
重
局
貸
目
明
．
①
呂
計
＆

曙
Ｃ
詩
の
国
許
の
ロ
匡
獄
言
い
島
の
勺
角
旨
口
具
吾
の
Ｑ
乱
』
弓
蚕
吋
〉
ロ
差
．
ご
望
両
昌
園
田
働
叩
］
胃
§
乞
古
・
ロ
唾
弓
．

鴎
の
型
ロ
ロ
ウ
ロ
Ｈ
、
〕
○
℃
．
ｏ
昼
．
ｐ
“
⑳
。
妬
号
亘
や
ｐ
も
琴
。

理
、
ご
“
。
且
。
戸
。
洞
口
笄
．
》
ｐ
雪
『
。
・

巧
号
己
鋤
ｐ
爵
騨

一
一
一

右
の
如
き
共
和
無
の
「
奴
隷
制
局
地
化
」
政
策
の
現
從
的
理
由
に
つ
い
て
は
、
菊
池
謙
一
氏
が
極
め
て
す
ぐ
れ
た
分
析
を
試
み
て
お
ら
伽

る
。
鋪
一
に
、
奴
隷
制
の
道
徳
的
流
含
的
害
悪
は
一
般
に
理
解
さ
れ
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
國
程
の
人
口
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
全
船
程
の
面

積
に
ひ
ろ
が
り
、
人
種
及
び
民
族
も
種
盈
で
し
か
も
絶
え
ず
移
民
が
流
入
し
つ
つ
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
仙
人
主
義
耐
會
に
お
い
て
は
、
特
定
の
地

域
内
で
の
蒋
定
人
種
の
奴
隷
を
解
放
す
る
た
め
に
自
己
の
血
を
流
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
民
衆
に
理
解
さ
せ
る
に
は
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
。

、
●

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
の
反
審
と
奴
隷
制
凌
八
一

1

．

｜

Ｉ
Ｈ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

、

、

1



■

蔀

ク
リ
ッ
テ
ン
ヂ
ン
妥
協
案
の
反
奪
と
奴
隷
制
度
八
二

鋪
二
に
、
「
奴
隷
制
局
地
化
」
は
庇
汎
で
多
様
な
北
部
西
部
の
諸
勢
力
の
統
一
戦
線
の
最
低
綱
領
で
あ
っ
て
、
北
部
大
衆
は
奴
隷
問
題
が
大
き

く
扱
わ
れ
る
よ
り
は
、
土
地
、
賃
銀
、
道
路
、
鐡
道
、
開
稲
の
問
題
が
よ
り
切
誕
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
北
部
新
興
プ
ル
ジ
ョ
ヶ
ジ
ー
の

ｒ

階
級
的
要
求
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
當
面
・
彼
等
の
産
業
保
謹
と
國
内
市
場
確
保
の
要
求
の
最
大
の
障
害
を
な
す
南
部
の
奴
隷
所
有
者
と
北
部
の

哲
商
業
資
本
と
の
専
制
的
勢
力
を
、
邇
邦
政
擢
か
ら
追
い
落
せ
ば
よ
か
っ
た
し
、
中
西
部
及
び
西
部
の
厩
大
な
市
場
の
展
望
と
移
民
労
働
力
の

大
量
の
流
入
が
あ
っ
た
の
で
、
南
部
の
萱
源
、
労
働
力
、
市
場
の
解
放
に
は
営
而
さ
ほ
ど
強
い
關
心
を
持
た
な
か
っ
た
上
に
、
彼
等
は
奴
隷
制

へ
の
攻
盤
が
、
財
産
樅
へ
の
攻
禦
と
な
り
、
北
部
の
賃
銀
奴
隷
制
へ
の
攻
躍
と
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
事
傭
が
あ
っ
た
こ
と
。
鋪
四
に
絶
え
ず
土

地
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
「
奴
隷
制
自
船
の
法
則
」
の
た
め
に
、
そ
の
局
地
化
だ
け
で
も
南
部
に
對
し
て
は
致
命
的
な
意
味
を
も
ち
得
た
こ
と

姓
ｌ

等
を
翠
げ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
説
明
は
誠
に
蚊
低
綱
領
と
し
て
の
奴
隷
制
局
地
化
の
理
由
と
し
て
十
分
う
な
づ
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て

こ
れ
以
上
に
蛇
足
を
加
え
る
こ
と
は
不
必
要
と
思
う
が
、
私
は
と
Ｌ
で
北
部
産
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
性
格
に
つ
い
て
、
Ｒ
・
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ

験
２

ツ
ク
ー
（
四
。
冨
昌
国
○
厨
冨
号
角
）
が
關
税
問
題
を
通
じ
て
論
じ
た
見
解
に
つ
い
て
一
言
し
、
併
せ
て
彼
等
の
奴
隷
制
に
對
す
る
認
識
の
限

界
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
ホ
ー
フ
シ
ュ
ク
ッ
タ
ー
は
、
南
北
對
立
の
一
環
と
し
て
關
溌
問
題
の
重
要
性
を
認
め
た
ビ
ァ

ー
ド
（
○
．
腰
．
国
①
胃
ｅ
に
對
す
る
批
判
よ
り
始
め
、
即
ち
ビ
ァ
ー
ド
が
シ
カ
ゴ
に
於
け
る
共
和
薫
大
會
及
び
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
及
び
二

〆
、

１
－
．
ジ
ャ
ー
ジ
ー
選
翠
減
読
に
於
い
て
共
和
難
の
高
率
關
税
政
策
に
對
し
大
衆
が
熱
狂
し
た
こ
と
を
述
べ
て
こ
れ
が
北
部
の
一
般
的
情
勢
で

あ
る
か
の
如
く
思
わ
し
め
て
い
る
の
に
對
し
、
そ
れ
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ァ
以
外
の
諸
州
が
賛
同
し
た
こ
と
を
決
し
て
示
す
も
の
で
は
な
い

と
し
、
．
一
八
五
七
年
の
ハ
ン
タ
ー
修
正
案
（
凡
ゆ
る
踊
椀
計
誰
に
一
般
的
な
低
下
率
を
規
定
し
た
も
の
）
に
對
し
て
、
上
院
で
は
、
マ
サ
チ
ュ
胆

セ
ッ
ッ
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
及
び
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
蕊
賛
成
、
一
三
１
．
ヨ
ー
ク
が
分
裂
し
、
下
院
で
は
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
、
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
及
び
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
か
ら
の
投
票
は
十
四
對
一
を
以
て
賛
成
で
あ
り
、
一
三
－
．
ヨ
ー
ク
ば
十
六
對
十
一
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー

ジ
ー
は
二
對
一
で
養
成
し
、
五
分
の
三
の
北
部
諸
州
が
南
部
の
開
税
率
低
下
希
望
と
合
流
し
た
こ
と
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
以
外
に
高
關
税

’

Ｉ
Ｌ
１
１
１

’

仏
ｒ
ｌ
ｌ
Ｂ
■
ｒ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
貝
日
Ⅱ
Ｒ
ド
ー
１
１
１
，
１
１
１
１
‐
ｈ
ｑ
６
ｌ
Ｌ
、
〆
１
１
可
‐
川
Ｉ
Ｉ
Ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
１
８
口
■

’



イ
ー

p

▲

を
望
ん
だ
も
の
は
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
地
方
で
は
な
く
て
、
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
、
イ
リ
ノ
イ
、
オ
ハ
イ
オ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
及
び
ミ
シ
ガ
ン
等

の
出
業
州
及
び
羊
毛
供
給
州
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
闘
争
は
心
北
部
と
南
部
即
ち
言
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ラ
ー
と
棉
花
プ
ラ
ン

タ
ー
の
そ
れ
で
な
く
、
羊
毛
製
品
生
産
者
と
羊
毛
採
取
者
と
の
間
の
そ
れ
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
然
ら
ば
何
故
羊
毛
製
品
生
産
者
は
低
關

税
に
同
意
し
た
の
で
あ
る
か
。
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
八
四
六
年
の
關
税
は
羊
毛
原
料
に
平
債
で
三
○
％
ま
で
の
關
税
を
課
し

た
が
、
こ
の
脈
料
慨
格
の
増
加
は
生
産
者
を
非
常
に
唾
辿
し
た
。
，
從
っ
て
こ
れ
に
對
す
る
解
決
案
（
ハ
ン
タ
ー
修
正
案
）
が
提
出
さ
れ
た
が
、

、

そ
れ
は
三
○
％
か
ら
二
三
％
へ
羊
毛
製
品
の
關
税
を
減
じ
、
三
○
％
か
ら
八
％
へ
羊
毛
原
料
の
關
税
を
減
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
果
し

て
羊
毛
製
品
生
産
者
と
羊
毛
採
取
者
と
の
對
立
を
惹
起
し
た
と
し
、
こ
肌
は
羊
毛
の
み
に
止
ら
ず
も
マ
ニ
ラ
麻
、
亜
麻
、
生
絹
、
鉛
、
錫
、
眞

鋪
、
皮
革
、
亜
麻
仁
及
び
そ
の
他
の
も
の
に
迄
應
用
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
彼
は
次
の
如
き
重
要
な
結
論
に
到
達
す
る
。
即
ち

「
南
北
戦
争
の
脈
因
論
に
關
し
て
鮫
も
意
味
あ
る
こ
と
は
、
關
税
問
題
は
黛
派
的
目
的
の
爲
に
利
用
さ
れ
た
か
も
剣
奴
な
い
が
、
こ
れ
ら
マ
ニ

鮭
３

１
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ラ
ー
と
南
部
と
の
謝
時
に
お
け
る
闘
税
問
題
に
つ
い
て
の
公
然
た
る
敵
意
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
。

か
く
の
如
く
、
多
数
の
北
部
マ
’
一
・
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
諸
州
が
む
し
ろ
低
關
税
を
望
み
南
部
の
希
望
と
一
致
し
た
と
い
う
見
解
は
、
確
か
に
關
税

問
題
を
戦
争
原
因
と
し
て
重
硯
す
る
主
張
に
一
大
打
繋
を
典
え
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
以
上
に
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
彼
が
附
言
し
て

北
部
の
商
業
及
び
金
融
資
本
が
、
二
憶
弗
に
上
る
南
部
負
俄
の
拒
絶
を
豫
想
し
て
分
裂
を
怖
肌
た
こ
と
等
を
あ
げ
て
、
ヅ
で
の
大
多
救
が
弧
く
り

姓
４

ン
カ
ン
の
選
翠
に
反
對
し
た
と
述
べ
た
鮎
に
あ
る
。

果
し
て
北
部
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
ラ
ー
は
低
蹄
税
を
望
み
、
叉
斐
本
家
の
大
多
勉
が
リ
ン
カ
ン
の
蕊
に
反
對
し
た
か
ど
う
か
。
こ
の
問
題

を
解
く
た
め
に
は
と
り
も
な
お
さ
ず
諜
跡
時
の
工
業
の
發
達
が
果
し
て
保
謹
を
必
要
と
し
た
か
否
か
を
老
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
タ
ゥ
シ
ッ

グ
弓
．
言
．
目
角
易
い
侭
）
の
「
合
衆
國
關
税
史
」
に
つ
い
て
と
弧
を
見
れ
ば
、
「
こ
の
年
（
一
八
四
ハ
年
）
の
關
税
は
一
般
に
羊
毛
製
品
に
三

○
％
の
關
挽
を
課
し
た
。
（
中
略
）
羊
毛
原
料
に
も
亦
關
視
は
三
○
％
で
あ
っ
た
。
こ
の
關
税
の
下
で
、
三
○
％
に
從
う
羊
毛
原
料
を
必
要
と

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
の
反
奪
と
奴
隷
制
匪
八
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ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
の
反
響
と
奴
隷
制
度
八
四

駐
５

し
た
こ
の
部
門
の
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
於
い
て
は
進
歩
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
並
も
良
質
の
羊
毛
製
品
は
全
く
製
造
さ
れ
な
か
っ
た
」
と

ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
の
説
を
蕊
害
し
、
更
に
．
八
五
七
年
の
關
椀
は
羊
毛
製
品
に
對
す
る
閥
税
を
二
四
％
に
下
げ
た
。
然
し
羊
毛
原
料
を

溌
際
的
に
無
税
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
こ
と
が
爲
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
原
料
へ
の
關
税
の
菟
除
輕
減
は
、
生
産
者
が
如
何
に

姓
６

一
般
的
に
一
八
五
七
年
の
開
税
率
再
現
盤
に
從
う
こ
と
を
望
ん
だ
か
を
説
明
す
る
」
と
こ
れ
叉
認
め
て
い
る
。
然
し
一
八
四
六
年
の
關
挽
に
よ

り
羊
毛
製
品
生
産
者
が
致
命
的
打
螺
を
受
け
た
と
は
言
わ
ず
、
國
内
羊
毛
を
川
い
る
部
内
に
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
普
通
の
品
質
の

衣
類
マ
一
三
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
（
所
訓
カ
ジ
ミ
ァ
及
び
圃
様
の
製
品
）
及
び
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
と
フ
ラ
ン
ネ
ル
の
そ
れ
は
正
常
の
成
長
を
綾
け
た
の

姓
７
．

で
あ
っ
て
、
全
朏
と
し
て
羊
毛
製
品
マ
ニ
↓
一
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
に
於
け
る
着
従
な
る
進
歩
溌
證
明
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
如
き
彼
の
言

が
興
澱
と
す
れ
ば
果
し
て
羊
毛
採
取
者
と
生
産
者
と
の
険
し
い
對
立
が
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
確
か
に
或
程
度
の
利
害
の
不
一
致
は
あ
っ
た
，

で
あ
ろ
う
が
、
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
の
述
べ
る
如
き
死
活
の
對
立
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。

更
に
北
部
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ラ
ー
が
低
關
税
を
望
ん
だ
蕊
情
に
つ
い
て
は
、
こ
の
場
合
特
に
原
料
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
し
、
叉
か
上
る
事
情
以
外
に
も
工
業
目
禮
の
發
逵
が
次
第
に
低
開
税
に
な
っ
て
も
さ
ほ
ど
苦
痛
を
感
じ
な
い
様
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
蛎
傭
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
こ
と
を
木
綿
工
業
と
鐵
工
業
を
参
考
に
し
て
考
え
て
見
た
い
。
木
綿
工
業
は
．
八
三
二
年

迄
に
地
位
を
固
め
、
保
謹
よ
り
澗
立
す
る
に
至
っ
て
」
お
り
、
．
八
三
三
年
の
妥
協
開
挽
の
下
に
綾
い
て
起
っ
た
關
税
の
漸
次
的
低
下
の
間

に
も
、
木
綿
工
業
は
有
利
で
あ
り
縦
大
し
た
。
（
中
略
）
一
八
四
六
年
か
ら
一
八
六
○
年
迄
の
時
期
を
通
じ
て
木
綿
工
業
は
着
鴛
に
成
長
し
た

姓
８
腱
９

が
、
そ
れ
は
低
關
税
に
よ
っ
て
は
餘
り
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
」
し
、
益
堂
逆
に
輸
出
を
増
加
せ
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
鐵
に
つ
い
て
は
．

八
三
○
年
と
一
八
四
○
年
の
問
英
國
の
鐵
に
對
す
る
高
闘
税
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
」
が
、
瀝
青
炭
に
代
っ
て
無
煙
炭
が
燃
料
と
し
て
用
い
ら

れ
る
様
に
な
り
、
’
八
四
○
年
頃
よ
り
劃
期
的
な
發
逵
を
遂
げ
始
め
た
。
「
無
煙
炭
の
使
用
は
銑
鐵
の
生
産
を
刺
戟
し
た
の
み
で
な
く
、
唾
延

鐵
及
び
レ
ー
ル
鐡
の
そ
れ
を
も
刺
戟
し
た
」
の
で
あ
っ
て
、
「
低
關
椀
で
も
無
煙
炭
に
よ
る
鐡
製
造
の
着
置
な
成
長
を
妨
げ
な
か
っ
た
」
と
い

の
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わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
羊
毛
工
業
及
び
そ
の
他
の
工
業
に
於
い
て
も
、
そ
の
急
速
な
る
發
達
は
た
と
え
木
綿
工
業
程
は
な
か
っ
た
と
し
て

も
さ
ほ
ど
迄
低
關
税
を
苦
痛
と
し
な
い
様
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
低
關
税
の
下
で
も
着
澄
な
る
成
長
を
妨
げ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
鯉
る
鐵
工
業
に
於
い
て
、
何
故
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ィ
ニ
ア
の

鐵
工
業
は
高
關
椀
を
主
張
し
た
か
の
問
題
が
こ
こ
に
起
る
。
こ
の
解
答
は
雀
だ
困
難
で
あ
る
が
、
タ
ゥ
シ
ッ
グ
の
稗
え
る
次
の
如
き
事
榊
型
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
「
こ
の
工
業
に
於
い
て
、
合
衆
幽
の
東
部
に
於
け
る
生
産
壯
態
は
、
一
八
四
二
年
の
保
護
關
税

癖
燕
プ
ロ
セ
ス
へ
の
復
蹄
を
惹
起
し
、
生
産
者
へ
も
相
應
の
利
得
を
典
え
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
一
八
四
六
年
の
率
の
下
に
さ
え
、
叉
無
煙
炭

姓
旭

使
用
後
さ
え
も
同
様
の
効
果
が
見
ら
れ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
然
か
も
、
次
第
に
重
要
性
を
加
え
て
來
た
こ
の
部
門
の
急
速
な
る
發
展
を
は
か
る

爲
に
は
ま
だ
保
護
策
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
考
察
に
よ
り
、
私
は
北
部
言
一
ユ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
ラ
ー
の
低
關
税
希
望
は
、
合
衆
國
財
政
の
要
請
と
共
に
工
業
そ
の
も
の
の
發
達

趣

に
關
述
し
て
事
在
で
あ
っ
た
と
思
う
。
從
っ
て
ホ
ー
フ
シ
ュ
タ
ッ
タ
ー
ｇ
一
一
向
う
如
く
、
開
税
率
の
低
下
と
い
う
黙
に
開
す
る
限
り
南
部
の
希
望

に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
税
問
題
に
お
け
る
敵
意
が
幾
分
緩
和
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
北
部
の
賛
本
家
の
大
多
数
が
リ
ン
カ
ン
の
勢
力
に
反
對
し
、
又
南
部
プ
ラ
ン
タ
ー
と
の
妥
協
に
の
み
傾
い
た
と

は
云
う
事
は
出
来
な
い
。
勿
論
妥
協
案
の
焚
否
に
當
っ
て
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
諸
州
の
中
に
は
相
営
に
妥
協
的
筌
氣
が
あ
っ
た
こ
と
は
甑

に
見
た
如
く
で
あ
り
通
そ
れ
は
確
か
に
負
価
の
拒
絶
を
恐
れ
、
市
場
の
喪
失
を
憂
え
る
蓑
本
家
達
の
存
在
を
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
奴
隷

制
南
部
に
於
け
る
か
か
る
特
殊
利
害
は
そ
れ
自
身
限
界
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
妾
本
家
の
大
多
歎
を
包
含
し
得
な
か
っ
た
．
關
挽
に
關

し
て
や
や
長
く
述
べ
て
來
た
こ
と
も
、
更
に
こ
の
こ
と
を
明
確
に
せ
ん
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
假
令
低
關
税
に
よ
っ
て
關
税

問
題
が
緩
和
さ
れ
た
と
す
る
も
、
も
し
そ
れ
が
北
部
工
業
の
發
逹
の
た
め
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
虹
こ
そ
賓
本
主
義
の
高
度
化
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
南
部
の
最
も
怖
れ
る
所
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
關
税
問
題
は
緩
和
さ
れ
て
も
工
業
の
發
逵
は
そ
の
ま
Ｌ
内
地
開
發
政
策
や

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
靭
と
奴
隷
制
鹿
八
五

⑫
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ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
秤
と
奴
隷
制
鹿
八
六

銀
行
政
策
等
等
の
面
で
益
掩
そ
の
對
立
を
促
進
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
柄
南
北
の
全
禮
と
し
て
の
經
濟
的
利
害
は
益
糞
相
隔
つ
た
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
八
五
○
年
に
は
南
部
は
北
部
の
二
○
％
を
占
め
て
い
た
が
、
一
八
六
○
年
迄
に
南
部
は
自
己
の
生
産
を
九
％
減
退
さ

除
皿

せ
、
北
部
は
一
二
五
％
増
加
さ
せ
た
爲
に
、
こ
の
年
に
は
南
部
は
八
％
を
占
め
る
有
様
と
な
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
生
産
力
の
差
違
を
見
て
も
容

易
に
肯
け
る
こ
と
で
あ
』
ｇ
彼
等
北
部
費
本
家
の
微
温
さ
は
、
對
立
感
情
の
自
斑
と
い
う
面
に
お
い
て
、
彼
等
は
西
部
市
場
の
た
め
當
面
浦
足

し
て
南
部
市
場
の
解
放
に
關
心
が
薄
か
っ
た
爲
、
奴
隷
制
に
鋭
い
批
判
は
與
え
ず
、
只
徒
ら
に
南
部
の
み
が
費
本
主
義
へ
の
恐
怖
の
た
め
に
北

部
を
攻
畷
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漸
く
北
部
も
奴
隷
制
の
障
碍
を
自
発
す
る
と
い
う
因
果
關
係
が
存
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
北
部
喪
本
家
は
や
は
り
そ
れ
自
臘
と
し
て
は
リ
ン
ヵ
ン
の
側
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
節
に
お
け
る
一
三
ｌ
・
ヨ
ー
ク
汁
と

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
の
場
合
を
見
て
も
わ
か
る
が
、
特
に
後
者
の
場
合
、
一
八
六
○
年
の
選
緊
投
票
數
を
見
れ
ば
、
エ
セ
ッ
ク
ス
、
ミ
ド
ゥ

ル
セ
ッ
ク
ス
、
サ
ッ
フ
オ
ー
ク
、
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
等
の
商
業
中
心
地
に
お
い
て
も
、
共
和
窯
へ
の
投
票
は
断
然
多
く
、
サ
ッ
フ
ォ
ー
ク
に
お
い

姓
進

て
僅
か
に
他
黛
投
票
数
の
合
計
よ
り
も
少
い
の
で
あ
り
、
南
部
民
主
薫
へ
の
投
票
は
肢
も
少
い
の
を
見
て
も
明
瞭
で
あ
る
。
こ
Ｌ
に
北
部
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
南
部
に
對
す
る
限
界
が
あ
り
、
そ
弧
と
共
に
又
微
温
さ
も
存
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
叉
夫
々
の
利
害
の
複
合
に
よ
っ
て
各

姓
砿

州
に
様
掩
の
態
度
を
現
出
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

一
〉
然
し
叉
一
方
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
イ
ニ
ア
の
如
き
州
は
右
に
述
べ
た
事
情
に
よ
り
種
械
的
に
南
部
に
對
抗
し
得
た
こ
と
を
知
る
。

更
に
西
部
自
由
選
民
の
中
で
蕾
「
自
由
土
地
窯
」
（
国
．
①
①
の
昌
顧
Ｈ
ｇ
）
を
中
心
と
し
た
勢
力
は
、
土
地
問
題
の
た
め
に
、
經
濟
間
に
も

精
禰
的
に
も
南
部
に
對
抗
す
る
勢
力
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
南
部
の
最
大
の
武
器
龍
土
地
に
よ
る
攻
勢
で
あ
っ
た
以
上
、
慾
だ
直
接
的

で
あ
っ
た
。
西
北
三
州
の
妥
協
案
に
對
す
る
態
度
は
こ
鯉
な
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
、
自
由
農
民
以
外
に
純
粋
に
南
部
對
抗
勢
力
と
成
り

得
た
者
に
自
由
勢
働
者
が
あ
っ
た
。
尤
も
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
特
有
の
努
働
力
の
流
動
の
た
め
、
組
織
に
於
い
て
も
階
級
的
發
達
に
於
い
て
も
未

熟
で
あ
っ
た
と
い
う
憾
み
は
あ
っ
た
が
。

巳
Ｉ
Ｌ
Ｉ
‐
ト
ー
Ｉ
ｌ
■
、
Ｄ
Ⅱ
ロ
■
■
■
■
■
Ｐ
ｌ
Ｌ
Ｒ

■
■
■
■
肝
ｚ
Ｍ
１
Ｉ
ｌ
ト
ー
Ｉ
ｑ
０
‐
ｈ
侭
１
１
１
■
■
■
■
■
リ
ー
■
■
１
１
１
１
■
■
０
■
Ｂ
Ｆ
Ⅱ
Ｐ
ｂ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ

１
１
０
■
ｐ
１
０
，
１
仏
、
Ⅲ
１
１
■
臥
０
０
，
，
１
１
１
■
■
■
■
■
■
、
』
同
』
■
■
■
『
Ｍ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｆ
６
Ｉ
ｌ
■
Ｐ
，
１
１
１
１
，
Ｉ
Ｉ
Ｌ
■
■
■
Ｉ

Ｉ
Ｉ
ｈ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｒ
ｌ
Ｂ
、
Ｉ
ｌ
ｆ
，
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｌ
－
■
ｒ
，
卜
Ｉ
ｈ
ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
ｑ
ｌ
■
■

ル

I

－



戸 一一

夕

』

■

〆

右
の
様
な
勢
力
の
外
に
、
「
異
っ
た
グ
ル
ー
プ
の
尤
大
な
し
か
も
ル
ー
ス
な
同
照
」
と
し
て
「
穏
健
な
反
奴
隷
制
論
者
と
奴
隷
蛍
族
を
含
み
へ

彼
等
の
全
て
は
お
互
の
足
を
踏
ま
ぬ
様
に
、
同
意
の
當
て
に
な
ら
ぬ
拘
束
に
よ
っ
て
維
持
さ
礫
て
い
る
民
主
蕊
と
、
奴
隷
問
題
を
抜
き
に
し

て
連
邦
の
統
一
を
唯
一
の
信
條
と
す
る
立
憲
統
一
蕪
が
あ
っ
た
が
、
彼
ら
が
蓬
だ
奴
隷
問
題
へ
の
明
確
性
を
欠
い
た
こ
と
は
當
然
で
あ
っ
た
。

以
上
見
た
如
く
、
こ
の
雑
多
な
諸
勢
力
を
統
一
し
て
南
部
に
對
抗
す
る
た
め
に
、
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
北
部
側
が
一
奴
隷
制
の
局
地

化
」
を
唱
え
た
こ
と
は
、
な
お
現
没
的
な
理
由
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
奴
隷
制
自
罷
へ
の
認
識
の
不
徹
底
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
で
も
妥
協
案
の
賛
否
に
當
っ
て
こ
の
共
通
線
を
守
り
得
た
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

駐
１
菊
池
謙
一
薯
、
南
北
職
畢
と
近
代
ア
メ
リ
カ
の
確
立
（
上
）
、
批
會
椛
成
８
号
己
．
ロ
．
畠
割
．

史
大
系
９
巻
所
收
、
一
七
頁
以
下
。
９
営
旦
』
弓
．
】
暗
’
二
韻
．

２
国
。
冨
己
国
。
【
の
厨
鼻
の
Ｈ
，
《
角
冨
目
四
昌
局
Ｈ
ｍ
印
匡
の
画
口
旦
讐
の
Ｑ
ぐ
豈
、
〕
ず
昼
．
己
．
再
認
．

弓
胃
ご
ゞ
シ
ョ
①
風
８
頁
雪
印
９
国
３
］
詞
の
昌
①
尋
》
悶
巨
ぐ
》
ロ
・
弩
．
↑
皿
山
川
信
夫
箸
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
産
業
革
命
世
界
歴
史
津
七
巻
所

收
、
四
四
三
頁
。

３
〕
ず
笥
旦
竜
己
。
。
⑮
。

⑫
国
．
両
．
ご
く
助
円
の
、
Ｏ
ｐ
ｎ
再
邑
己
逸
群

４
号
己
．
壱
ｐ
認
１
割
．

５
岡
ご
戸
目
ｍ
ｐ
ｍ
の
侭
．
ｇ
の
自
画
Ｈ
】
廟
閉
鐸
切
さ
吋
望
具
呂
の
ご
己
骨
の
Ｑ
聾
胃
の
叩
竺

魑
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ヅ
ッ
及
び
そ
の
他
の
州
の
間
の
相

述
の
理
由
に
つ
い
て
も
分
梯
を
加
う
ぺ
詮
毛
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
及

・
ｚ
・
胃
．
“
易
器
）
ｐ
に
．
．
・

ぱ
な
か
つ
れ
０

６
芦
豆
具
己
．
烏
お
．

皿
の
５
口
底
の
口
呂
巨
ｂ
ｐ
Ｏ
要
ロ
圏
．

７
】
豆
ｇ
ｐ
〕
吟
Ｐ

次
に
妥
協
案
の
南
部
に
於
け
る
反
稗
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
は
北
部
に
比
し
て
説
明
は
簡
単
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
な
お
相

常
の
ユ
ニ
オ
ニ
ス
ト
が
い
た
が
、
プ
，
ラ
ン
ク
ー
寡
頭
勢
力
は
種
交
の
術
策
を
弄
し
て
彼
等
を
自
己
の
欲
す
る
方
向
へ
引
す
っ
て
行
っ
た
か
ら
で

ク
リ
ツ
テ
ン
ー
プ
ン
妥
協
案
の
反
審
と
奴
隷
制
度
八
七

［

０
１
４
０
１
．
Ⅱ
１
１
１
‐
ｌ
’
ｊ
ｆ
ｒ
ｌ
ｊ
１
ｑ
ｌ
０
Ⅱ
ｊ
０
１
‐
４
１
１
１
‐
１
・
〃
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
‐
１
１
１
１
１
’
１
‐
Ｉ
Ｊ
ｑ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｄ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
ｑ
ｑ
ｌ
１
Ｉ
１
Ｉ
川
１
１
１
Ｊ
！
１
Ｊ
Ⅱ
１
ｊ
４
‐
』
‐
‐
４
‐
１
Ｉ
Ｉ
Ｊ
■
ｑ
１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｄ
Ｉ
４
１

四

’
1

守



－

’
、

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
安
協
案
の
反
秤
と
奴
隷
制
度
八
八

あ
り
、
そ
の
主
張
す
る
所
は
奴
隷
制
の
無
制
限
的
撚
張
と
軍
一
綿
花
プ
ラ
ン
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
砿
大
で
あ
っ
て
、
固
き
結
束
を
示
し
た
か
ら
で
あ

る
。
前
記
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
、
ト
ゥ
ー
ム
ズ
の
外
に
サ
ウ
ス
や
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
レ
ッ
ト
（
鹿
〉
蔚
鼻
国
両
ｇ
ｇ
及
び
へ
イ
ン
（
屈
〆
国
煙
望
口
⑦
）
、

ジ
ョ
ー
ジ
ア
の
コ
ッ
プ
（
国
。
弓
農
９
９
）
及
び
ス
｜
プ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
（
雷
①
曽
昌
①
『
国
．
津
①
ｇ
①
易
）
、
ア
ラ
バ
マ
の
ヤ
ン
シ
イ
（
尋
農
口
冒

Ｆ
閨
凹
。
ｇ
）
等
の
人
糞
が
先
頭
に
立
っ
て
い
た
。
然
ら
ば
彼
等
の
徹
底
せ
る
固
執
は
何
虚
か
ら
曲
來
し
た
か
。
そ
れ
は
他
の
全
て
の
方
法
の

失
敗
に
よ
る
唯
一
の
残
さ
れ
た
る
這
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
方
法
の
失
敗
と
は
、
連
邦
政
府
の
内
地
開
發
政
策
と
銀
行
政
策
等
‐

に
對
す
る
戦
の
そ
れ
で
あ
り
、
自
己
の
産
業
自
立
政
策
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

一
船
、
南
部
は
經
濟
的
全
分
野
に
亙
っ
て
北
部
に
依
存
し
て
い
た
し
、
叉
市
部
人
の
連
邦
政
府
に
對
す
る
不
滿
は
、
鋪
一
に
不
正
の
關
挽
に

よ
り
南
甑
の
努
働
成
果
を
奪
い
去
る
こ
と
、
第
二
に
不
法
の
悪
與
金
、
公
金
の
登
澤
な
喪
消
（
内
地
開
發
）
に
よ
り
北
部
の
競
争
者
を
扶
け
る

こ
と
、
第
三
に
共
通
な
血
に
よ
っ
て
か
ち
得
ら
れ
た
領
土
か
ら
の
南
部
の
排
除
、
第
四
に
北
部
の
勢
働
力
補
給
の
熱
心
な
る
奨
勵
に
も
拘
ら
ず

姓
１

南
部
の
そ
れ
は
切
断
せ
ん
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
南
部
は
、
か
上
る
政
策
の
防
止
と
自
立
經
濟
へ
の
道
に
努
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。

内
地
開
發
政
策
（
爵
①
冒
蔚
目
昌
冒
頁
○
ぐ
①
旨
の
貝
冒
胃
己
へ
の
戦
に
つ
い
て
は
、
一
八
二
四
年
よ
り
一
八
二
七
年
迄
に
道
路
、
運
河
及

び
河
川
、
港
謝
等
の
改
良
に
つ
い
て
九
六
の
計
謎
が
政
府
で
爲
さ
れ
た
が
、
一
八
一
三
ハ
年
に
於
け
る
一
萬
弗
の
餐
用
迄
は
サ
ウ
ス
。
カ
ロ
ラ
イ

ナ
州
に
は
そ
の
伽
土
を
通
す
る
國
立
道
路
は
一
つ
も
な
く
、
河
川
或
い
は
港
測
に
も
一
弗
も
饗
さ
れ
な
い
程
南
部
に
少
か
つ
た
の
に
慨
つ
た
南

部
は
、
大
統
仙
ジ
ャ
ク
ソ
ン
に
大
い
に
期
待
し
た
が
、
彼
は
前
大
統
領
ア
ダ
ム
ズ
時
代
の
二
倍
近
く
の
額
を
支
出
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
悲
だ
南

部
は
利
す
る
所
少
か
つ
た
。
次
い
で
ポ
ー
ク
及
び
ピ
ア
ス
の
時
代
に
は
大
統
伽
自
身
の
法
案
拒
否
に
よ
り
退
け
ら
れ
、
一
八
五
六
年
の
法
案
に

も
南
部
は
茜
だ
失
望
し
た
。
か
く
し
て
南
部
は
こ
の
政
策
の
違
憲
性
、
登
澤
性
及
び
地
方
性
に
對
・
し
て
激
し
く
攻
鼈
し
た
が
目
的
を
達
す
る
に

姓
ｚ
‐

は
至
ら
な
か
っ
た
。
銀
行
政
策
に
對
し
て
も
、
ハ
ミ
ル
ト
ン
以
來
の
國
立
銀
行
は
南
部
人
を
し
て
北
部
に
の
み
利
益
を
得
し
め
る
源
泉
で
あ
る

洋
室
３

と
感
ぜ
し
め
、
同
じ
く
そ
⑳
違
憲
性
を
な
ら
し
て
戦
っ
た
が
途
に
成
功
し
な
か
っ
た
。

、

座

Ｉ
ｉ
Ｉ
ｏ
Ｉ
１
１
１ １

１
、

１
１
？
、
１
１
１



次
に
注
Ｈ
す
べ
き
は
經
濟
目
立
策
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
目
的
の
爲
に
最
も
努
力
し
た
者
は
グ
レ
ッ
グ
（
雪
盲
四
日
Ｑ
①
鴇
）
で
あ
っ
た
。
彼

は
一
八
四
四
舵
‐
一
國
内
工
業
』
（
．
ｐ
Ｃ
目
⑦
い
昏
昏
目
鼻
ｑ
）
と
題
す
る
一
連
の
論
文
を
發
表
し
て
工
場
建
設
を
奨
勵
す
る
と
共
に
、
自
ら
も
工
場

經
管
に
當
り
、
一
八
四
九
年
に
は
シ
ャ
ツ
と
シ
ー
ツ
を
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
へ
送
る
迄
に
至
っ
た
。
然
し
一
八
五
○
年
代
初
期
の
不
況
期
に
は
多

く
の
工
場
は
途
に
そ
の
經
管
に
失
敗
し
た
。
そ
の
原
因
は
種
々
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
最
も
大
い
な
る
原
因
は
南
部
人
自
身
の
偏
狭
さ
で
。
あ

っ
た
。
グ
レ
ッ
グ
は
カ
ル
フ
ー
ン
、
マ
ク
ダ
フ
ィ
ー
、
パ
ト
ラ
ー
等
の
著
名
な
政
治
家
の
反
對
を
語
り
、
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
紙
は
政
策
の
鍵
吏
を

見
る
よ
り
は
南
部
木
綿
工
場
の
失
敗
を
希
望
し
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
ィ
ニ
ア
ン
紙
の
続
集
者
は
、
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
は
外
國
貿
易
に
禁
止

的
な
制
限
を
與
え
る
櫟
で
あ
る
と
し
、
奴
隷
労
働
に
よ
る
安
慣
な
生
産
品
は
北
部
の
反
感
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
し
、
又
プ
ー
ァ
・
ホ
ワ
イ
ト

の
雇
用
は
政
治
に
於
け
る
自
由
勢
働
政
黛
の
形
成
を
見
る
で
あ
ろ
う
と
恐
虹
ろ
者
が
あ
っ
た
。
即
ち
南
部
經
濟
自
立
策
の
雌
大
の
障
害
は
、
疵

姓
４
・

に
牢
刷
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
奴
隷
制
、
棉
花
プ
ラ
ン
テ
イ
シ
ョ
ン
の
中
に
發
見
さ
触
る
の
で
あ
る
。

誠
に
奴
隷
制
は
原
因
と
な
り
結
果
と
な
り
益
盈
南
部
の
生
命
の
綱
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
か
く
の
如
く
全
て
の
手
段
に
失
敗
し
た
南
部
の
唯

一
の
活
路
は
、
當
然
奴
隷
制
の
一
層
の
固
持
で
あ
り
、
自
棄
的
な
激
し
さ
に
よ
り
一
層
の
伸
張
を
は
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
然
も
そ
の
活
路
は

具
悩
的
に
は
奴
隷
制
自
催
の
法
則
と
し
て
土
地
を
城
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
爲
に
は
菊
池
氏
の
言
わ
れ
る
如
く
、
境
界
奴

隷
州
、
更
に
は
西
部
諸
州
の
併
合
を
必
要
と
し
、
そ
虹
は
無
限
に
雛
が
る
可
能
性
を
持
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
武
行
の
爲
に
は
武
力
を
用
い
る

姓
晶

も
己
む
な
し
と
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
が
、
「
南
部
連
邦
の
戦
争
は
、
こ
と
ば
の
風
の
意
味
に
お
い
て
、
奴
隷
制
匪
の
鑛
大
と
、
氷
速
化
の

注
８
．

た
め
の
征
服
戦
争
で
あ
る
‐
」
と
述
べ
た
こ
と
は
正
に
こ
の
鮎
を
明
確
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
奴
隷
制
を
制
限
す
べ
き
安
協
案
の
如
き

は
既
に
問
題
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

詮
１
］
呂
旨
．
ぐ
印
戸
口
①
匡
叩
の
ロ
．
、
因
８
個
日
昌
ｏ
国
別
の
叩
負
目
の
ロ
日
○
戸
‐
旨
．
２
号
己
ゞ
層
．
届
拝
ｌ
壼
幽
．

、
。
巨
庁
ロ
○
ｍ
Ｈ
巳
ご
画
琶
詞
馳
哩
脚
３
号
】
９
℃
ｐ
』
邸
亨
１
１
胃
当
画
．

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
靭
と
奴
隷
制
匪
・
八
九

ｆ
’
１
１
■
１
０
■
■
■
日
１
０
日
■
１
１
ｌ
３
ｑ
ｊ
Ｊ
■
■
■
１
１
１
Ｊ
‐
＃
。
■
ロ
ｒ
・
Ｉ
■
ｄ
戸
７
１
１
１
Ⅱ
■
■
■
■
１
１
１
１
４
■
１
日
■
ｑ
Ｉ
Ｉ
Ⅱ
沢
却

グ

ー

■
■
。
Ⅱ
１
１
Ⅱ
１
１
日
■
■
■
■
■
Ｉ
■
■
１
０
ｍ
１
０
１
１
■
■
■
■
■
閃
Ｉ
Ｉ
Ｊ
例
‐
Ｉ
‐
ｌ
Ｊ
ｌ
ｊ
■

‐
‐
ロ
■
■
■
１
１
ｊ
■
■
■
“
ロ
■
１
６
１
ｑ
ｌ
ｊ
ｄ
／
１
‐
４
‐
０
１
１
１

！
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以
上
南
北
雨
側
に
つ
い
て
、
．
ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
に
對
す
る
態
度
と
そ
の
曲
っ
て
來
一
や
所
を
見
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
安
協
は

成
立
し
得
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
双
方
の
態
度
の
硬
軟
に
つ
い
て
は
頗
る
對
照
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
即
ち
南
部
鋲
武
力
を
以
て
北
部

へ
侵
略
を
企
て
た
の
に
對
し
、
北
部
は
奴
隷
制
の
不
派
大
こ
そ
認
め
な
か
っ
た
が
、
奴
隷
制
の
非
干
渉
を
約
し
、
〃
甚
だ
受
動
的
で
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
連
邦
議
會
が
安
協
案
の
第
六
條
の
憲
法
修
正
案
、
．
即
ち
連
邦
瀧
會
は
奴
隷
制
に
干
渉
す
る
力
を
持
た
す
と
す
る
案
を
、
一
八
六
一

賎
１

年
二
月
二
十
八
日
に
一
三
三
票
對
六
四
票
を
以
て
通
過
せ
し
め
た
こ
と
（
尤
も
こ
れ
は
オ
ハ
イ
オ
及
び
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
の
二
州
の
み
の
批
准
に

移
っ
た
が
）
、
更
に
開
戦
に
な
っ
て
も
、
人
口
・
經
濟
力
の
絶
對
的
優
位
を
保
ち
な
が
ら
境
界
諸
州
へ
の
顧
慮
か
ら
憲
法
擁
謹
、
連
邦
統
一
の

み
を
唱
え
て
、
開
戦
の
原
因
た
る
奴
隷
制
へ
メ
ス
を
加
え
る
こ
と
を
躍
跨
し
た
こ
と
、
叉
リ
ン
カ
ン
自
身
も
漸
次
的
補
償
付
解
放
に
あ
く
ま
で

執
着
し
た
こ
と
等
の
事
涯
に
も
徴
せ
ら
れ
る
。
憲
法
的
に
考
え
れ
ば
七
れ
は
一
雁
は
稔
當
な
方
法
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
南
部
と
の
對
照
に
お

い
て
考
え
る
時
な
お
甘
き
に
失
し
た
感
左
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
北
部
の
奴
隷
制
に
對
す
る
不
徹
底
さ
は
、
戦
争
中
共
和
難
急
進
派
を
切

駐
２

歯
せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
叉
戦
後
に
お
け
る
再
建
に
服
根
を
残
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

陸
１
Ｐ
ｐ
旨
、
冒
侭
昌
目
］
８
．
ｏ
言
．
己
＆
Ｓ
，
抑
唾
で
き
る
と
信
じ
る
か
？
」
と
北
部
の
前
途
を
案
じ
た
の
に
對
し
、

伽
２
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
一
八
六
二
年
九
月
九
日
附
マ
ル
ク
ス
宛
書
簡
で
、
「
す
マ
ル
ク
ス
は
翌
日
、
「
ヤ
ン
キ
ー
に
つ
い
て
は
、
催
は
た
し
か
に
依
然

く
な
く
と
も
自
分
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
こ
こ
ろ
え
て
い
る
南
部
の
連
中
北
部
が
け
つ
き
よ
く
勝
利
す
る
と
い
う
見
解
だ
」
と
答
え
て
い
る
の
は

は
、
北
部
の
だ
ら
け
た
や
り
か
た
に
く
ら
ぺ
る
と
僕
の
目
に
は
英
雄
の
甚
だ
興
味
深
い
。
前
掲
、
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
一
三
一
頁
１

Ｆ
、
、
、

よ
う
に
う
つ
る
。
そ
れ
と
も
君
は
ま
だ
北
部
の
紳
士
連
が
『
反
胤
』
を
三
ご
一
頁
。

４
号
国
．
己
ｐ
鵲
函
ｌ
閉
Ｐ

５
菊
池
謙
一
氏
や
前
掲
香
四
七
頁
。

ク
リ
ッ
テ
ン
デ
ン
妥
協
案
の
反
郷
と
奴
隷
制
度

１
１
ｂ
０
１
．
０
１
ｈ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｂ
■
ｒ
■
■
■
■
１
１
口
、
１
６
■
Ｉ
Ｉ
Ｒ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｏ
Ｉ
ｒ
Ｉ
ト
ー
Ｈ
Ｈ
ｒ
ｌ
ｋ
ｒ

五

Ｌ
Ⅲ

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅲ
も
１
Ｍ

』

’

九
○

Ｉ

６
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
隼
補
巻
１
一
○
○
頁
Ｕ
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Influence of the Crittenden Compromise and Slavery

by Y. Mori

On the Crittenden Compromise made in order to evade the disunion

by secession of southern states, I researched its reflection in northern

and southern states and the causes of their rejection. And though

northern states rejected it on the ground of 'tlie non-extension of slavery.'

I found supporters of this compromise in some leaders of the Republican

party. And too, out of northern states that voted for this party in the

election in 1860, the states which favoured the compromise are found.

It shows that though there was a certain limitation in recognition of

slavery by the northern bourgeoisie they did not support slavery from

their essential economic interests. In southern states, their rejection was

based on their enthusiastic assertion of the unlimited expansion of

slavery.
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